
令 和 ２ 年
11月17日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
事
項
（
水
産
振
興
課
）
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…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
こ
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家
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課
）
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美
祢
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

二
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…

美
祢
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

二
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○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等
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政
治
団
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の
異
動
事
項
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解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

三
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…
…
…
…
…
…
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…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

三
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…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
保
健
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
介
護
医
療
院
の
指
定

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

同
意
を
求
め
る
た
め
、
次
の
一
の
と
お
り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は
、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

届
出
事
項

発

起

人

漁
船
損
害
等
補
償
法
第

百
十
三
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
漁
業
協
同
組

合

加
入
区

住

所

氏

名

柳
井
加
入
区

柳
井
市
阿
月
一
八
一
一

洲
山

卓
見

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

〃

柳
井
三
三
五
の
五

鈴
木

勲

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

覧

期

間

縦

覧

場

所

柳
井
加
入
区

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

公

告

（
二
四
七
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
・
子
育
て
応
援
局
こ
ど
も
家
庭
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

感
染
症
患
者
搬
送
車

八
台

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
十
一
月
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
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山
口
マ
ツ
ダ
株
式
会
社

山
口
市
維
新
公
園
三
丁
目
八
番
五
号

六

契
約
金
額

三
千
七
十
一
万
六
千
五
百
六
十
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
二
四
八
）
美
祢
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

美
祢
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
美
祢
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

美
祢
都
市
計
画
下
水
道
美
祢
市
公
共
下
水
道

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
二
四
九
）
美
祢
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

美
祢
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
美
祢
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

美
祢
都
市
計
画
市
場
美
祢
地
方
卸
売
市
場

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称
代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名
主
た
る
事
務
所
の

所
在

地
公
職
の
候
補
者

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

竹
村
か
つ
し

若
獅
子
会

金
野
奉
晴
竹
村
克
司
下
関
市
唐
戸
町
３

番
14号

竹
村
克
司
衆
議
院
議
員

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
２
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
２
、
10、
29

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

内
山
ま
さ
あ
き
後

援
会

内
山
昌
晃
鳥
越
博
行
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

田
布
施
866の

18
令
和
２
、

10、
20

神
田
栄
治
後
援
会
河
村
邦
久
久
保
敏
之
〃

〃
大
字
波

野
170の

６
〃
〃
14

高
月
よ
し
お
後
援

会
野
坂

功
高
月
勝
子
〃

〃
大
字
川

西
1274の

１
〃
〃
29

久
永
信
也
後
援
会
新
本
浩
盛
市
川

聡
長
門
市
東
深
川
2669の

３
〃
〃
６

ふ
る
さ
と
柳
井
を

愛
す
る
会

下
村
太
郎
下
村

渉
柳
井
市
姫
田
１
番
２
号

〃
〃
13

ぼ
く
ら
の
ま
ち
、

長
門
を
考
え
る
会
久
永
信
也
久
永
佳
奈
長
門
市
東
深
川
2669の

３
〃
〃
６

二
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南
一
成
後
援
会

増
原
一
郎
南

洋
子
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

田
布
施
2851

〃
〃
15

望
月
と
も
子
後
援

会
永
野
知
子
上
野
昌
枝
宇
部
市
寿
町
２
丁
目
５
番

16号
〃
〃
21

ワ
ク
ワ
ク
す
る
宇

部
市
を
実
現
す
る

会
川
元
宏
一
郎
田
家
資
敏
〃

笹
山
町
１
丁
目
１

番
２
号

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
大
島
支
部

荒
川
政
義
会
計
責
任
者
是
長

勝
茶
木
規
之

令
和
２
、

10、
１

自
由
民
主
党
山
口
県
看
護
連
盟

支
部

長
谷
川
京
子
〃

東
由
利
子

小
野
本
ヒ
ロ
コ
〃
〃
〃

落
合
し
ょ
う
じ
後
援
会

西
光
俊
雄
名

称
落
合
し
ょ
う
じ

後
援
会

落
合
祥
二
後
援

会
〃
〃
〃

代
表
者
西
光
俊
雄

落
合
祥
二

山
口
県
看
護
連
盟

長
谷
川
京
子
会
計
責
任
者
東
由
利
子

小
野
本
ヒ
ロ
コ
〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

国
民
民
主
党
山
口
県
第
１

区
総
支
部

大
内
一
也
岩
本

晋
周
南
市
月
丘
町
１
丁
目
５

令
和
２
、

９
、
11

秋
山
政
研
会

秋
山
哲
朗
津
村
敏
克
美
祢
市
於
福
町
下
1007

〃
10、
１

秋
山
哲
朗
後
援
会

恵
本
久
登
〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

永
野
知
子
宇
部
市
長

望
月
と
も
子
後
援

会
宇
部
市
寿
町
２
丁
目
５
番
16号

永
野
知
子
令
和
２
、

10、
15

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

秋
山
哲
朗

秋
山
政
研
会

令
和
２
、
10、
１

落
合
祥
二

落
合
祥
二
後
援
会

〃
〃
〃

二
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

投
票
の
で
き
る
病
院
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

社
会
医
療
法
人
い
ち
樹
会
尾

中
病
院

宇
部
市
寿
町
一
丁
目
三
番
二
八
号

令
和
二
、
一
〇
、
二
八

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
医
療
法
人
尾
中
病
院

宇
部
市
常
磐
町
二
丁
目
四
番
五
号

昭
和
三
一
、

三
、
一
六

医
療
法
人
博
愛
会
宇
部
記

念
病
院

〃

上
町
一
丁
目
四
番
一
一
号

〃

〃

〃

」

を
「
医
療
法
人
博
愛
会
宇
部
記

念
病
院

宇
部
市
上
町
一
丁
目
四
番
一
一
号

昭
和
三
一
、

三
、
一
六
」

に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
保
健
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
下
関
市
横
野
町
三
丁
目
一
番
二
号
」
を
「
下
関
市
横
野
町
三
丁
目
一
六
番
三
五
号
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

投
票
の
で
き
る
介
護
医
療
院
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

社
会
医
療
法
人
い
ち
樹
会
尾

中
病
院
介
護
医
療
院

宇
部
市
寿
町
一
丁
目
三
番
二
八
号

令
和
二
、
一
〇
、
二
八

医
療
法
人
和
同
会
防
府
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
介
護

医
療
院

防
府
市
大
字
台
道
一
六
三
四
の
一

〃

〃

〃

小
野
田
赤
十
字
病
院
介
護
医

療
院

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
三
七
〇
〇

〃

〃

〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

セ
ン
ト
ヒ
ル
ホ
ー
ム
こ
う
な

ん

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
一
〇
八

令
和
二
、
一
〇
、
二
八

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
初

梅

防
府
市
大
字
下
右
田
三
六
三

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人
美
川
福
祉
会

美
川
苑

岩
国
市
美
川
町
小
川
四
三
七
の
一

〃

〃

〃

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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